[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK90]ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務委託プロポーザル実施要領

[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務委託プロポーザル実施要領（以下「本要領」という。）は、西尾市（以下「本市」という。）が、ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続きその他の必要な事項を定めるものとする。

１．委託業務の名称
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK34]ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務（以下「本業務」という。）

２. 業務の目的
ごみ収集運搬業務委託料の経費の内訳を精査するとともに、客観的かつ合理的な積算方法を検討、構築することにより、委託料の適正化及び業務委託契約事務の合理化を図ることを目的とする。
	
３．業務の概要
（１）業務内容    別紙「仕様書」のとおり
[bookmark: OLE_LINK45]（２）契約期間　　契約の締結日から令和９年３月１９日まで
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]（３）委託上限額　４，９６１，０００円(消費税及び地方消費税を含む)
（４）業務場所　　西尾市環境部ごみ減量課（西尾市浄化センター内）

４．参加資格要件
本プロポーザルへの参加資格を有するものは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１）個人を除く企業・研究機関・団体等であること（海外に拠点を置くものを除く）
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]（２）公募開始日において、西尾市入札参加資格者名簿に搭載され、以下の営業種目分類に該当すること
大分類 「 03: 役務の提供等」 中分類「 07: 調査委託」 小分類「 03: 環境調査」又は「99; その他」
（３）西尾市競争入札参加停止措置要綱による入札参加停止措置を受けていないこと
[bookmark: OLE_LINK119]（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号の規定に該当する者でないこと
（７）西尾市暴力団排除条例(平成２３年西尾市条例第７７号)に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係が有る者でないこと及び西尾市が行う調達契約からの暴力団排除に関する要綱による排除措置を受けていないこと　　
（８）愛知県内に本社又は支店(営業所)を有する者であること　
[bookmark: OLE_LINK15]（９）担当者のうち少なくとも１名は公認会計士の資格を有し、管理会計や原価計算に関する専門知識を有するとともに地方公共団体における予算事務、決算事務、これら類似業務のいずれかの実績を有する者を配置できる者であること。また、公認会計士は、請負人と直接的かつ参加申込書提出日前３か月以上の雇用関係にあること
（10）一般廃棄物会計基準（改訂）に基づく財務書類の作成業務の実績を有する者を配置できる者であること
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]（11）本市の現状及び本業務の目的を理解し、本市が実現しようとする委託料の適正化及び業務委託契約事務の合理化を図る意向を有する者であること

５．選考スケジュール
公募から受託候補者決定までのスケジュール（一部予定を含む）は、以下のとおりとする。
	項　目
	日　程

	公募の開始
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK52]令和８年４月１０日（金）

	[bookmark: OLE_LINK53]質問の受付期限（様式７）
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK54]令和８年４月１７日（金）

	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK64]質問の回答
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]令和８年４月２８日（火）

	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]参加申込書の提出期限（様式１）
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]令和８年５月　１日（金）　

	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]参加資格確認通知（様式２）
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]令和８年５月　８日（金）

	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]企画提案書の提出期限（様式３）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK77]令和８年５月１４日（木）

	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]一次審査結果通知（様式６）
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]令和８年５月２０日（水）

	[bookmark: _Hlk192489928][bookmark: OLE_LINK82]二次審査（プレゼンテーション審査）
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]令和８年５月２５日（月）（予定）

	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]審査結果通知（様式９）
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK87]令和８年５月２９日（金）（予定）

	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: _Hlk193811862]業務委託契約の締結
	令和８年６月上旬（予定）


　※本プロポーザルにおける事前説明会は、実施しないものとする。

６．質問及び回答 
（１）質問の受付
ア　受付期間
令和８年４月１０日（金）から４月１７日（金）まで 
イ　質問の方法
本プロポーザルについて質問のある者は、「質問書（様式７）」に質問事項を記載し、「13．問い合わせ先及び提出先」に記載する電子メールアドレス宛に送信すること。
※送信に当たっては、表題を「ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務委託についての質問」とすること。
※原則、電子メール以外の方法による質問は受け付けない。質問を受理しているかどうかの電話確認は、差し支えない。

（２）質問に対する回答
ア　回答予定日
令和８年４月２８日（火）
イ　回答方法 
市ホームページにて回答する。 

[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]７．参加手続等
参加を表明する者は、参加申込書とともに以下の添付書類を提出し、参加資格審査を受けるものとする。なお、参加資格審査は事務局にて行う。
（１）参加申込書及び添付書類（以下「参加申込書類」という。）　
ア　参加申込書（様式１）
イ　会社概要書（様式４）
ウ　業務実績書（任意様式） 
「４．参加資格要件」の要件（９）（10）に関する業務実績について記載すること。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK31]エ　公認会計士について、「４．参加資格要件」の要件（９）に関する資格、雇用関係を証する書類

（２）参加申込書類の提出　
ア　提出部数   １部
イ　提出期限   令和８年５月１日（金）午後４時
ウ  提出方法   持参又は郵送（郵送の場合は、令和８年５月１日（金）必着）
エ　提 出 先　 13．問い合わせ先及び提出先

（３）企画提案書等の提出
参加資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、以下により企画提案書等を提出すること。
ア　提出書類
（ア）企画提案書（様式３）
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（イ）提案内容（任意様式）
　　　Ａ４用紙２０ページ以内で作成すること。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]（ウ）業務実績書（様式５）
　　　本業務と同種・類似業務の実績（業務名、契約金額、契約期間、発注者、業務の概要等）
（エ）業務実施体制（任意様式） 
・担当編成表
・上記担当編成表に記載された各業務従事者の業務実績（「４．参加資格要件」の要件（９）（10）に関する業務実績を始め、本業務、同種・類似業務の実績について記載すること。）
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]（オ）業務工程表（任意様式） 
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]（カ）見積書（任意様式、税込み） 
イ　提出部数　８部（正本１部、副本７部）
ウ　提出期限　令和８年５月１４日（木）午後４時
エ　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、令和８年５月１４日（木）必着）
　　 オ　提 出 先　13．問い合わせ先及び提出先　　　　　　

８．辞退
参加申込書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は、事前に電話連絡の上、辞退届（様式８）を「13．問
い合わせ先及び提出先」まで提出（持参、郵送又はメール）すること。

９．一次審査（書類審査）
　企画提案書の提出者が５者以上ある場合は、一次審査を実施する。
　（１）審査方法
企画提案書等をもとに書類審査を実施し、上位４者を二次審査の参加者として選定する。
（２）審査基準
以下のとおり、審査項目及び客観的評価項目の配点を定める。
（審査項目）
	　審査項目
	審査基準
	配点

	実施体制
	実施体制
	業務を迅速に遂行するために、十分な人員配置・体制が組まれているか。また、ごみ収集運搬業務委託料の積算に精通した担当者を複数名配置するなど、市担当者との円滑な連携・調整が可能な体制が整っているか。
	10点

	
	業務工程
	合理的な業務フローにより工程ごとに必要な時間を確保したスケジュールとなっているか。　
	10点

	提案内容
	理解度
	業務の目的を理解し、本市の現状や課題が的確に把握され、課題解決に向けた適切な手法が示されているか。
	10点

	
	データ収集・分析
	業務遂行のためのデータ、数値、資料等が的確に収集、分析され、委託料に反映すべき項目や考え方が整理されているか。
	10点

	
	ヒアリング等の手法
	原価計算手法検討のための収集業者へのヒアリング、マーケット・サウンディング調査について、効率的かつ適切な手法が示されているか。
	10点

	
	委託料積算方法
	収集ごみ１トンあたりの処理原価及びごみ収集運搬業務委託料の積算方法の考え方が妥当で合理的、客観的なものとなっているか。
	20点

	
	委託料積算システム
	操作が容易で積算要因の変動にも柔軟かつ的確に対応できるものとなっているか。
	10点

	小計
	80点



（客観的評価項目）
	評価項目
	評価内容
	配点

	価格
	（提案価格のうち最低価格/貴社の提案価格）×配点（20点）
	20点

	小　計
	20点

	合　計
	100点



（３）配点基準
　審査基準の配点基準は以下のとおりとする。
	項目
	配点

	優れている
	２０点
	１０点

	やや優れている
	１６点
	８点

	標準
	１２点
	６点

	やや劣っている
	８点
	４点

	劣っている
	４点
	２点



（４）審査結果通知
一次審査結果通知書（様式６）は、令和８年５月２０日（水）付けで送付する。
なお、審査結果に関する質問・異議申し立ては、一切受け付けない。

10．二次審査（プレゼンテーション）の実施
（１）審査方法
[bookmark: OLE_LINK3]市が設置する選定委員会において、企画提案書等に基づき、以下のとおり審査（プレゼンテーション及びヒアリング）を実施し、受託候補者及び次点者を選定する。

（２）審査基準
[bookmark: OLE_LINK10]以下のとおり、審査項目及び客観的評価項目の配点を定める。
（審査項目）
	[bookmark: _Hlk190871635][bookmark: _Hlk190871611][bookmark: _Hlk190871582]　審査項目
	審査基準
	配点

	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]実施体制
	実施体制
	業務を迅速に遂行するために、十分な人員配置・体制が組まれているか。また、ごみ収集運搬業務委託料の積算に精通した担当者を複数名配置するなど、市担当者との円滑な連携・調整が可能な体制が整っているか。
	5点

	
	業務工程
	合理的な業務フローにより工程ごとに必要な時間を確保したスケジュールとなっているか。　
	5点

	提案内容
	知識、知見、業務実績
	業務遂行に必要な知識、知見、業務実績を十分に有しているか
。
	10点

	
	理解度
	業務の目的を理解し、本市の現状や課題が的確に把握され、課題解決に向けた適切な手法が示されているか。
	10点

	
	取組意欲
	プレゼンテーションが分かり易く、説得力があるか。質疑への応答は適切であるか。また、業務に対する取組意欲が高く、熱意が感じられるか。
	10点

	
	データ収集・分析
	業務遂行のためのデータ、数値、資料等が的確に収集、分析され、委託料に反映すべき項目や考え方が整理されているか。
	10点

	
	ヒアリング等の手法
	原価計算手法検討のための収集業者へのヒアリング、マーケット・サウンディング調査について、効率的かつ適切な手法が示されているか。
	10点

	
	委託料積算方法
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK4]収集ごみ１トンあたりの処理原価及びごみ収集運搬業務委託料の積算方法の考え方が妥当で合理的、客観的なものとなっているか。
	10点

	
	委託料積算システム
	操作が容易で積算要因の変動にも柔軟かつ的確に対応できるものとなっているか。
	10点

	[bookmark: _Hlk190871771]小計
	80点



[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]（客観的評価項目）
	[bookmark: OLE_LINK14]評価項目
	評価内容
	配点

	価格
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]（提案価格のうち最低価格/貴社の提案価格）×配点（20点）
	20点

	小　計
	20点

	合　計
	100点



（３）配点基準
　審査基準の配点基準は以下のとおりとする。
	[bookmark: _Hlk224631624]項目
	配点

	優れている
	１０点
	５点

	やや優れている
	８点
	４点

	標準
	６点
	３点

	やや劣っている
	４点
	２点

	劣っている
	２点
	１点



（４）実施日時・場所
日時：令和８年５月２５日（月）（予定）
場所：西尾市浄化センター大会議室（西尾市長縄町井ノ元６０番地）
　
（５）実施方法
ア　プレゼンテーションは、参加者から２０分以内で説明を行い、その後１０分程度の質疑応答を実施　する。
イ　プレゼンテーションは、パソコン等を使用し、スクリーンに投影する方法を採ることを認める。スク　　リーン、プロジェクター、ＨＤＭＩケーブルは本市で用意したものを使用することができるが、パソコン等の機材は参加者において用意すること。なお、企画提案書以外の追加資料は認めない。
ウ　プレゼンテーションに参加できる人数は、最大４名とする。
エ　プレゼンテーションに欠席する場合、本プロポーザルを辞退したものとみなす。ただし、災害、交通　機関の事故等、真にやむを得ない事由により出席できないと判断される場合は、この限りでない。この場合、その後の対応については本市の指示に従うこと。

（６）受託候補者等の選定方法　
ア　各選定委員が評価した評価点の合計が高いものから順位をつけ、第１位と採点した委員を最も多く獲得した者を受託候補者、２番目に多く第１位を獲得した事業者を次点者とする。
イ　第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をより多く獲得したものを受託候補者とする。ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は、各選定委員の評価点の合計を集計した点数が高い者を受託候補者とする。
ウ　第１位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の評価点の合計が同点である場合は、見積額の低い者を上位とする。ただし、見積額も同一の場合は、選定委員会の採決により選定する。
エ　事業者が１者の場合であっても企画提案書の審査を実施する。
オ　各選定委員の平均評価点が選定委員会で定めた最低基準点に満たない場合は、受託候補者及び次点者に選定しない。
　
（７）審査結果通知
　　参加者全員に選定又は非選定の審査結果通知書（様式９）を令和８年５月２９日（金）付けで通知する予定。また、審査結果通知後に市ホームページで公開する。
なお、審査結果及び審査内容についての質問・異議申し立ては、一切受け付けない。

（８）その他
次に掲げる事項に該当する場合は失格とする。
ア「４．参加資格要件」を満たさなくなったとき
イ 故意又は重大な過失により提出書類に虚偽の記載があったとき
ウ 契約の履行が困難と認められるに至ったとき
エ 参加者が、本プロポーザルに関して個別に選定委員と接触をもつなど、審査の公平性を害する行為
があったとき
オ 見積額が、委託上限額を超過しているとき
カ その他、本業務の遂行にふさわしくないと認められたとき

11．契約手続等
（１）選定された受託候補者は、市と業務内容、委託料等について再度調整を行い、協議が整った場合に、地方自治法第２３４条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。なお、その者との契約が成立しない場合には、次点者と交渉を行うものとする。

（２）選定された提案書の内容は、契約時に採用することを基本とするが、選定された提案書をそのまま実施することを予め約束するものではなく、業務内容及び委託料について、双方確認の上、委託契約上限額の範囲内 で変更する場合がある。 

12．その他
（１）本要領に基づく全ての手続きに関しては、参加者は自らの責任と費用負担によりこれを行う。
（２）参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、このプロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、市は無償で当該著作権を使用できるものとする。なお、参加者が提出した企画提案書類の返却は行わない。
（３）参加者から提出された書類等の修正・差し替え等は、一切認めない。
（４）同一の参加者からの複数の提案書の提出は、受け付けない。
（５）このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、西尾市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年西尾市条例第３３号）に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。
（６）本要領に定めるもののほか、必要な事項については、市が別に定める。

13．問い合わせ先及び提出先
〒445-0887　愛知県西尾市長縄町井ノ元６０番地
西尾市環境部ごみ減量課（西尾市浄化センター内）
電話：0563－65－3883　FAX：0563－65－3880
電子メールアドレス: gomigen@city.nishio.lg.jp
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